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長沼町

第５期長沼町総合振興計画

後期基本計画の策定に向けて

資料１

総合振興計画とは

� 長沼町における総合的かつ計画的な行政の運
営を図るため策定

� まちづくりの最上位に位置づけられる計画

� 「第５期長沼町総合振興計画」の目指す姿

ひと・緑がかがやく 田園と交流のまち

・安全に安心して暮らせるまち

・自然環境と調和したまち

・来てみたい・住んでみたいまち



総合振興計画の役割

○長沼町のまちづくりの中核となる計画

○町民に対する町の運営指針の提示

○国や道などに対する、町が目指す方向性の提示

総合振興計画は、次のような役割を持っている。

総合振興計画の構成

� 総合振興計画は、「基本構想」と「基本計画」
で構成

「基本構想」とは
まちづくりの基本的理念と町の将来像を示すとともに、それを実現するために

必要な施策の大綱を明示

2011年度（平成23年度）を初年度とし、2020年度（平成32年度）を目標年次

とする10カ年計画

「基本計画」とは
基本構想に掲げる将来像を達成するため、施策の大綱に従い施策の目的や

方針を明示

前期基本計画は、2011年度（平成23年度）を初年度とし、2015年度（平成27

年度）を目標年次とする５カ年計画

また、「基本計画」を実現するための具体的な手段として、３カ年の「実施計画」

を策定



総合振興計画の期間（案）

基本構想

基本計画

実施計画

Ｈ２３ Ｈ２８Ｈ２７ Ｈ３２

前期基本計画（H23.3策定） 後期基本計画（本年度策定目指す）

実施計画の計画期間は３年間とし、毎年度見直しを行う。

後期基本計画の策定について

� 2016年度(平成28年度)を初年度とし、2020年度

(平成32年度)を目標年次とする５カ年計画

� 現在の長沼町をとりまく情勢を踏まえ、前期基本

計画で示した施策や方針を適切に見直し

� まちづくり懇談会、パブリックコメント等の手法

を通じ、町民の意見を広く取り入れる

� 2015年度(平成27年度)中の策定を目指す



長沼町総合振興計画審議会の位置づけ

� 長沼町総合振興計画審議会条例（昭和47年10月5
日条例第９号）に基づき設置

� 町長の諮問に応じ、後期基本計画の策定に関し

必要な調査及び審議を行い、町長に答申を行う


